
成田市消防本部からのお知らせ

令和７年の火災発生状況について

リチウムイオン電池の火災に注意！

令和7年1月1日から11月20日までに71件の

火災が発生しています。

※令和6年の発生件数は1月1日から12月31日までのもの。

〇火災を発生させないために・・・
１．強い衝撃を加えないようにしましょう
２．高温になる場所では使用・保管しないように
しましょう
３．充電は、安全な場所で、なるべく起きている時
に行いましょう
４．異常を感じたら使用を中止しましょう

リチウムイオン電池は、強い衝撃等により損傷することで火災が発生す
る場合があります。また、高温環境に置かれることで、発熱・発火等に至
る場合があるため、炎天下の車内、直射日光の下などでは製品や充電器
を保管しないようにしましょう。

〇廃棄された後の火災も増えています・・・
製品を分別せずにプラスチックごみ等で廃棄すると、収集車で圧縮され
たり、不燃ごみなどの処理施設で破砕されることで発火する事故が増え
ています。

計その他航空機車両林野建物

7129011328令和7年

571715430令和6年

裏面に続きが掲載してあります。

ごみの出し方についての問い合わせは、成田市クリーン推進課（20-1530） まで



成田市消防本部からのお知らせ

野焼きは法律で原則禁止されています！

お問い合わせ先
お近くの消防署または成田市消防本部予防課まで

℡：０４７６－２０－１５９１（午前８時３０分～午後５時１５分）

※土日・祝日・年末年始を除く、月曜日～金曜日

野焼きが例外的に認められる場合
農業、林業を営むためにやむを得ないもの等、例外的

に認められる場合もありますが、消火の準備をして絶対
にその場を離れないでください。また、苦情が寄せられ
た場合は、焼却の中止をお願いします。

みんなでおたがいのしあわせをねがい
住みよい成田をつくりましょう！

【禁止の理由】
・煙や悪臭が洗濯物にうつるなど周辺住民の迷惑
・ダイオキシン等の有害物質が発生
・火災発生の原因になる

※市内でも野焼きから山林・建物への飛火、
着衣着火などの火災事例が発生しています！

※大規模火災につながる恐れが
ありますので、風が強い日は
絶対に焼却しないでください！


